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令和4年度 松江市社会福祉法人・施設等指導監査の実施結果の概要 

 

1. 社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査の実施状況 

(1) 実施期間 

令和4年9月から令和5年2月まで 

 

(2) 一般指導監査 

   実地監査                     

区   分 
指導監査対象法人・ 

施設数 

実地監査 

(立入調査) 

文書指摘 

法人･施設数 

文書指摘 

件  数 

社会福祉法人 52 18 16 79  
 一般法人 51 18 16 79  

 社会福祉協議会 1 0 - - 

救護施設 2 1 1 2 

合    計 54 19 17 81 

※指導監査対象法人・施設数は、R5.3.31現在 

 

 (3) 特別監査 

    該当なし 

 

(4) 指導監査の実施体制 

健康福祉部健康福祉総務課職員が実施（救護施設は生活福祉課職員と合同で実施） 

 

(5) 指導監査における留意事項(実施方針) 

令和4年度の指導監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。 

    ①関係法令、通知、定款及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な法人運営及び円滑な社会福祉事

業の経営の確保 

  ②入所者、利用者の人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全及び適切な処遇の確保 

  ③職員の意欲向上につながる就業環境の確保 

  ④法人本部経費及び施設事業費の適正な執行管理 

  

(6) 指導監査結果の概要 

  ①一般指導監査 

ア 社会福祉法人 

      特に法人運営に大きな影響を及ぼすような不適切な事項は認められなかったが、手続きの遅延が見受

けられる法人に対しては、重ねて指導を行い改善の徹底を図った。なお、指導監査に当たっては、社会

福祉法の改正に対応した法人運営の確認のほか、適正な会計処理について重点的に指導を行った。 

各法人の改善を要する事項については、1 ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料によ

り改善状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、

事後指導により改善の徹底を図った。 

平成29年度の制度改正に伴う手続きの誤りについては、令和2年度までは口頭指摘にとどめていたが、

令和 4年度実地監査対象法人は改正後 2度目の指導監査であることから、指導監査ガイドラインに基づ

き文書指摘とした。 

 

イ 救護施設 

 特に施設運営及び入所者の処遇に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。 

 

(7) 令和4年度の主な指摘事項 

①社会福祉法人 

   ア 内部規程が法令、通知、定款等に違反している。各規程間で内容に齟齬がある。 
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     （定款、各規程） 

   イ 内部規程に沿った手続きが行われていない。 

     （各規程） 

ウ 決算理事会開催日と定時評議員会開催日との間が2週間（中14日）以上空いていない。 

     （社会福祉法第45条の32第1項、民法第140条・141条） 

エ 所轄庁へ定款変更認可申請または届出が行われていない。 

  （社会福祉法第45条の36第2項・第4項） 

オ 会議への欠席が継続し、名目的・慣例的に選任されていると考えられる評議員及び役員がいる。 

  （社会福祉法人審査基準第 3-1(3)） 

カ 評議員会及び理事会の決議において、特別の利害関係を有する者がいるかを確認していない。 

 （社会福祉法第45条の9、第45条の14） 

キ 評議員会及び理事会の議事録が適正に作成されていない。 

 （社会福祉法第 45条の 11、第 45条の 14第 6項、社会福祉法施行規則第 2条の15第 3項、第 2条の

17第3項） 

ク  計算関係書類等に関して、理事会、評議員会の承認を受けていない書類がある。 

（社会福祉法第45条の27第2項、第45条の28第3項、第45条の30、社会福祉法施行規則第 2条の

40） 

ケ  監事の選任に関して、在任する監事の過半数の同意を得たことを証する書類または記録が残されてい

ない。 

（社会福祉法第43条第3項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条第1

項） 

    コ 定時評議員会で新役員が選任され、同日に理事会を開催した際、招集通知の省略手続きがされていな

い。 

      （社会福祉法第 45条の 14第 9項により準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 94

条第2項） 

サ  理事会の決議を要する事項について決議が行われていない。（利益相反取引の承認、理事長専決可能金

額を超える契約の締結など） 

（社会福祉法第45条の13第2項・第4項） 

   シ 理事長及び業務執行理事が、理事会において職務執行状況報告を行っていない。 

     （社会福祉法第45条の16第3項、定款） 

   ス 法令・通知等で認められている範囲を超えて、社会福祉事業収入の繰入がなされている。 

    （「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成 16年 3月 12

日社援発第0312001号ほか社会・援護局長ほか局長連名通知 ほか） 

   セ 経理規程について法令、通知、定款等と合致しない条文がある。 

（社会福祉法、社会福祉法人会計基準、運用上の取扱通知、留意事項通知） 

   ソ 小口現金取扱担当者や経理事務を行う職員に出納職員の発令をしていない。 

（留意事項通知1） 

   タ 寄附金品について、経理規程に沿った受入れや会計基準等に沿った会計処理がされていない。 

     （社会福祉法人会計基準第 14条第2項・第20条第2項、留意事項通知9） 

   チ 計算書類の注記について、記載誤りや記載漏れがある。 

（会計基準第29条） 

   ツ 変更登記が期限までに行われていない。（登記事項の変更は 2週間以内に、資産の総額については毎年

度6月末までに行う） 

     （社会福祉法第29条、組合等登記例第3条第1項） 

   テ 価格による随意契約において、複数業者からの見積もりを徴取しておらず、適正な価格を客観的に判

断したと言い難い。 

     （入札契約取扱い通知 1） 

   ト 自動更新条項のある契約について、更新の意思決定が行われていない。 

      （入札契約取扱い通知 1） 

   ナ 理事長が契約について職員に委任する場合、その範囲が明確に定められていない。 

     （入札契約取扱い通知 1） 
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   ニ 契約書や請書が必要な金額の契約について、契約書や請書が徴されていない。 

     （経理規程） 

   ヌ 月次報告について経理規程に沿った運用がされていない。 

     （経理規程） 

 

②救護施設 

 ア 定期健康診断が年2回以上行われていない入所者がいる。 

（松江市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第

16条） 

 イ 預り金当出納管理台帳について、記載欄の誤りや記入漏れ事項がある。 

（「施設等における利用者預り金の取扱いについて（通知）」平成 22年8月20日地福第628号島根県健

康福祉部長通知別紙（利用者預かり金等の取扱いに係る基本的事項）） 
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2.児童福祉施設等に対する指導監査の実施状況 

 

(1) 実施期間 

令和4年7月から令和5年3月まで 

 

(2) 一般指導監査 

   実地監査   

区   分 
指導監査対象法人・ 

施設数 

実地監査 

(立入調査) 

文書指摘 

法人･施設数 

文書指摘 

件  数 

児

童

福

祉

施

設

等 

認可保育所(公設公営) 11 0 0 0 

  〃  (公設民営) 5 5 2 2 

  〃  (私立) 50 50 19 32 

保育所型認定こども園 5 5 2 8 

幼保連携型認定こども園 10 10 7 10 

小規模保育事業 4 4 2 2 

認可外保育施設(企業主導型以外) 12 12 2 2 

   〃    (企業主導型) 6 6 1 1 

児童館 2 2 1 1 

幼稚園型認定こども園・私立幼稚園 2 1 1 5 

国立大学法人立幼稚園 1 0 - - 

一時預かり事業 61 32 2 2 

病児保育事業 5 3 0 0 

母子生活支援施設 1 1 1 4 

合    計 175 131 40 69 

※指導監査対象施設数は、R5.3.31現在 

※書面監査（書面調査）・・・公立保育所については、事務の効率化から監査（書面調査）に切り替えて実施し

た。 

※幼稚園型認定こども園は、令和 4年度は2年に1度の指導監査の当該年度ではなかったが、元保育教諭による

園児へのわいせつ行為事件を受け実地指導監査を実施。 

 

(3) 集団指導等 

  特定教育・保育施設等について、対象施設に対し実施。 

 

 (4) 特別監査 

    該当なし 

 

(5) 指導監査の実施体制 

子育て部子育て政策課職員が実施。 

母子生活支援施設は健康福祉部健康福祉総務課職員と家庭相談課職員で実施。 

 

(6) 指導監査における留意事項(実施方針) 

令和4年度の指導監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。 

① 関係法令、通知及び諸規程の遵守とガバナンスの確立による適正な施設運営及び円滑な保育事業等の 

経営の確保 

② 入所児童の人権擁護、防災・防犯等対策の徹底による安全及び適切な処遇の確保 

③ 職員の研修状況等の資質向上につながる就業環境の確保 

④ 特定教育・保育施設等における施設型給付費等の支給の適正化 

  ⑤ 特定子ども・子育て支援施設等における施設等利用費の支給の適正化 
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(7) 指導監査結果の概要 

  ①一般指導監査 

ア 児童福祉施設等(保育所・保育所型認定こども園・幼保連携型認定こども園・幼稚園型認定こども園・ 

  小規模保育事業・児童館・新制度移行幼稚園・国立大学法人立幼稚園) 

特に施設運営及び児童の処遇に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。なお、

指導監査に当たっては、設備運営基準や運営費の経理等の確認のほか、飲食を伴う教育・保育活動に係

る重大事故防止について（チェックシートを用いた確認と施設内巡回による確認）及び衛生管理（新型

コロナウイルス感染症への対応を含む）について重点的に指導を行った。 

各施設の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料によ

り改善状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、

事後指導により改善の徹底を図った。 

   

  イ 母子生活支援施設 

特に施設運営及び母子の処遇に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。 

 

  ②集団指導等 

     特定教育・保育施設等に関する制度の理解を深め、給付の適正化を図ることを目的として、また、松江

市独自に「『飲食を伴う教育・保育活動』に係る重大事故の防止について」という調査票を用いて「松江

市教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事故検証部会報告書」の提言内容を監査の視

点に加え、全職員で園児の安全確保に努められているかという点を確認することを伝えるため集団指導

を実施した。 

 

(8) 令和4年度の主な指摘事項 

①児童福祉施設等(保育所・保育所型認定こども園・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業・認可外保

育施設・児童館・国立大学法人立幼稚園) 

   ア  保護者に交付している重要事項説明書に必要事項が盛り込まれていない。 

（松江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第 5条) 

   イ  時間帯によって必要な保育士等の配置が不十分な職員体制の日がある。 

     （松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第36条第 2項等） 

   ウ 希望調査等により保育の必要性を把握せずに、運営規程で定める日以外を休園日としている。また、

保育の必要性を把握せずに、開園時間を短縮している。 

     （松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 37条等、「保育所における休所日

の取扱いについて」平成 14年4月10日青発第 21号） 

   エ 保育所として自ら提供する保育の質を評価、改善する取り組みが行われていない又は内容が不十分で

ある。 

（松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 40条第 1項等、松江市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第 16条第1項） 

   オ 受け入れ園児数に対して、有効に保育を実施するために必要な面積が充足していないときがある。 

     （松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 34条等） 

 カ 園児が園でけがをして病院を受診した案件等（誤食・異物混入を含む）について、市に事故報告が行

われていないものがある。 

（「安全対策の徹底及び事故の報告等について（通知）」令和4年4月11日子政第 28号） 

キ 避難訓練及び消火訓練が月 1回実施されていない。 

  （松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 7条第 2項等） 

ク 浸水想定区域の避難確保計画が市に提出されていない。 

  （水防法第15条の 3） 

ケ 歯科検診・内科検診の検診日に欠席した園児について、再度の検診が行われず未受診となっている。 

  （松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 16条等、保育所保育指針 3—1、学

校保健安全法施行規則第 6条等） 

コ 現金、通帳及び通帳の印鑑が、各保管管理者の下で別々の金庫等で管理されていない。 

  （「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底につ
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いて」H13.7.23雇児発第488号ほか厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 5-(6)-エ等） 

サ 保護者から徴収する給食費（主食費・副食費）の積算根拠が不明確である。 

（松江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第 13 条第 4

項） 

シ 前期末支払資金残高を取り崩して、法人本部の運営費等に繰り入れられているが、事前に理事会で承

認されていない。 

     （「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」府子

本第254号内閣府子ども・子育て本部統括官等連名通知記 3(2) 

ス 監査時に保育士証の確認ができない職員や、氏名が変更になった場合の保育士証の書換えや交付申請

等職員の保育士登録が確認できる書類が適正に管理されていない。 

     （労働基準法第107条、児童福祉法第18条の18〕 

 

     ②一時預かり事業 

   ア 一時預かり児を受け入れる際の職員配置及び保育室の面積が基準を満たしていない。 

     （児童福祉法施行規則第 36条の35、「一時預かり事業の実施について」平成 27年7月17日雇児発0717

第11号） 

 

③母子生活支援施設 

 ア 苦情解決結果について公表されていない。 

（「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」平成 12年6

月7日厚生省大臣官房障害保健福祉部長ほか連名通知3(6)） 

イ 避難訓練及び消火訓練が月 1回実施されていない。 

  （松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第 7条） 

ウ 施設内の設備、消防用設備等の点検が実施されていない月がある。 

 （「児童福祉施設における事故防止の徹底について」平成 13年2月2日青発第 322号島根県健康福祉部

長通知、防災規程第 15条） 

エ 寄附物品の受入れについて経理規程に沿った手続きが行われていない。 

（「社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営の確保について（通知）」令和 3年6月21日地福第

229号島根県健康福祉部長通知別紙 5（4）、経理規程第 25条） 
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3. 介護保険事業者に対する指導及び監査の実施状況 

 (1) 実施期間 

   令和4年7月から令和5年2月まで 
 
(2) 指導 

   ①実地指導 

区分 
所管施設・ 

事業所数 

実地指導及び 

監査 

文書指摘施設・

事業所数 
文書指摘件数 

介護保険施設 10 1 0 0 

 
介護老人保健施設 8 1 0 0 

介護医療院 2 0 0 0 

居宅サービス事業所 254 55 52 146 

 

訪問介護 75 21 19 55 

訪問入浴介護 2 0 0 0 

訪問看護 34 5 5 8 

訪問リハビリテーション 9 0 0 0 

通所介護 44 14 14 50 

通所リハビリテーション 15 4 4 11 

福祉用具貸与 17 2 2 5 

福祉用具販売 17 2 2 5 

短期入所者生活介護 20 5 4 9 

短期入所者療養介護 11 1 1 1 

特定施設入居者生活介護 10 1 1 2 

地域密着型事業所 123 12 12 21 

 

地域密着型通所介護 47 6 6 11 

認知症対応型通所介護 11 0 0 0 

認知症対応型共同生活介護 38 3 3 6 

地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護 
6 1 1 1 

小規模多機能型居宅介護 19 2 2 3 

夜間対応型訪問介護 2 0 0 0 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

老人福祉施設等 95 14 13 40 

 

介護老人福祉施設 18 4 4 9 

養護老人ホーム 2 0 0 0 

軽費老人ホーム 6 0 0 0 

有料老人ホーム 37 7 6 25 

サービス付き高齢者向け住宅 32 3 3 6 

居宅介護支援 63 17 13 29 

介護予防支援 6 1 1 1 

合計 551 100 91 237 

 

※指導監査対象施設・事業所数は、R4.4.1現在 

※文書指摘件数には業務管理体制一般検査による指摘件数を含む。 

 

  ②集団指導 

   新型コロナウイルス感染拡大防止のため松江市ホームページに動画及び資料を掲載(介護保険課)。 

 



- 8 - 
 

(3) 監査（特別監査） 

   該当なし 
 

(4) 指導及び監査の実施体制 

   健康福祉部介護保険課職員が実施 

 

(5) 指導及び監査における留意事項(実施方針) 

 令和4年度の指導及び監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。 

   ①介護保険施設及び事業者の育成支援を基本とした介護給付・予防給付等対象サービスの質の確保と向上 

  ②保険給付の適正化 

  ③利用者の自立支援並びに尊厳の保持を念頭においた利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保 
 

(6) 指導及び監査結果の概要 

  ①運営指導 

ア 介護保険施設 

不十分な制度理解や誤解による誤った報酬請求事案があり、報酬請求指導を行った。このほか、人員

及び設備運営基準について確認を行った。 

なお、指導監査に当たっては、各施設での身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に対する取組み及び設備

運営基準等について重点的に確認を行った。 

各施設の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料によ

り改善状況の確認を行った。 

 

イ 老人福祉施設等 

不十分な制度理解や誤解による誤った運営事案があり、運営指導を行った。 

なお、指導監査に当たっては、各施設での身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に対する取組み及び設備

運営基準等について重点的に確認を行った。 

各施設の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料によ

り改善状況の確認を行った。 

 

ウ 居宅サービス事業所・地域密着型事業所 

不十分な制度理解や誤解による誤った報酬請求事案があり、報酬請求指導を行った。このほか、人員

及び設備運営基準について確認を行った。 

各事業所の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料に

より改善状況の確認を行った。 

 

      ②監査 

     該当なし 

 

 (7) 令和4年度の主な指摘事項    

  ①介護保険施設 

ア 重要事項説明書について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。(職員

数修正、従業者の勤務体制追加、事故発生時の対応追加) 

（「松江市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」第 7条第1項) 

イ 計画担当介護支専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明

し、文書により同意を得ること。 

（「松江市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」第 17条第7項) 

 

②老人福祉施設等 

ア 重要事項説明書について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。（事業

の目的・職員の職務内容・施設利用に当たっての留意事項・職員数・非常災害対策・緊急時の対応・

入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨追記、事業の方針・職員数・苦情連絡先・島根
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県指定と思われる文言・再入所時栄養連携加算の単位数・サービスの提供内容に関する特色につい

て職員が常駐しているという表記修正等） 

 （「松江市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 6条第1項、

「松江市有料老人ホーム設置運営指導指針」第 14項第4号） 

イ 管理規程について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。(契約書を参

照する表記修正、「マニュアルについて利用者から同意を得る」削除、別添「サービス一覧表」を添

付、自立の入居者にも対応できる内容に修正等) 

（「松江市有料老人ホーム設置運営指導指針」第 10項第1号） 

ウ 身体拘束等の適正化を図るため、指針を作成し、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会を３月に１回以上開催するとともに、従業者へ周知徹底を図ること。また、従業者に身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 

     （「松江市有料老人ホーム設置運営指導指針」第 11項第7号（イ）、（ロ）、（ハ）） 

エ 原則として月ごとに勤務表を作成し 、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員及び

看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 

     （「松江市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 29 条第 1

項、第52条第 1項） 

 

   ③居宅サービス事業所・地域密着型事業所 

       ア 重要事項説明書について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。（実施

地域を明確にすること、『島根県指定』修正、営業時間及び職員数の修正、事故発生時の対応追記等） 

      （「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 9条 等） 

イ 運営規程について、一部内容の修正を要する箇所があるため、速やかに改正すること。（職員数修正、

実施地域修正、営業時間追記、3割負担追記等） 

（「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 30 条 

等）  

ウ 月ごとに、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係を明確にするこ

と。 

（「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 32条第

1項 等） 

       エ 個別サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作

成すること。 

（「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 25条第

2項 等） 

オ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族

の個人情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意をあらかじめ文書により得ること。 

（「松江市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 35 条

第3項 等） 

     

     ④その他 

     ア 居宅介護支援から始まり個別サービス実施に至る一連のプロセスが十分に理解されていない。 

イ 各種加算の算定に当たって、算定要件が十分に理解されていない。 
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4. 障害福祉サービス事業者に対する指導及び監査の実施状況 

 (1) 実施期間 

   令和4年8月から令和5年3月まで 
 
(2) 指導 

   ①実地指導 

区分 
所管施設・ 

事業所数 

実地指導及び

監査 

文書指摘施

設・事業所数 
文書指摘件数 

障害福祉サービス事業 257 109 89 294 

  

  

  

  

  

居宅介護 56 19 16 51 

重度訪問介護 41 11 6 18 

同行援護 17 4 3 8 

行動援護 9 3 1 4 

療養介護 2 0 0 0 

生活介護 27 15 13 47 

短期入所 20 9 5 11 

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 

自立訓練(機能訓練) 1 1 0 0 

自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練） 2 2 1 2 

就労移行支援 6 2 2 7 

就労継続支援Ａ型 13 8 8 36 

就労継続支援Ｂ型 42 23 23 89 

就労定着支援 3 1 1 2 

自立生活援助 1 1 1 2 

共同生活援助 17 10 9 17 

障害者支援施設 10 7 4 14 

地域相談支援事業 30 14 4 10 

 
地域移行支援 15 7 2 5 

地域定着支援 15 7 2 5 

計画相談支援事業 21 11 8 20 

障害児通所支援事業 64 28 22 69 

 児童発達支援 11 6 5 13 

 医療型児童発達支援 0 0 0 0 

 放課後等デイサービス 47 20 16 55 

 居宅訪問型児童発達支援 1 0 0 0 

 保育所等訪問支援 5 2 1 1 

障害児相談支援事業 13 9 6 16 

自立支援医療機関 128 13 0 0 

合計 523 191 133 423 

※指導監査対象施設・事業所数は、R4.4.1現在 

※上記の表には、その他特に一般指導が必要と認められ実施した指導が含まれている。 

 

  ②集団指導 

   新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一堂に会しての開催に代え、動画による集団指導を実施した。 
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(3) 監査 

   区分 施設数 監査結果 勧告内容 

障害者支援施設 1 身体的虐待 ・虐待の再発防止策の策定 

・施設運営の改善 

・責任の明確化及び厳正な

対処 

共同生活援助 1 性的虐待 ・虐待の再発防止策の策定 

・施設運営の改善 

・責任の明確化及び厳正な

対処 

放課後等デイサービス 1 人員基準違反の恐れ 継続中 

3件（虐待事案2件、人員基準違反 1件については継続中） 

 

(4) 指導及び監査の実施体制 

   健康福祉部障がい者福祉課職員が実施 

 

(5) 指導及び監査における留意事項(実施方針) 

 令和4年度の指導及び監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。 

   ①障害福祉サービス等の質の確保と向上 

  ②自立支援給付及び児童通所給付の適正化 

  ③利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保 
 
(6) 指導及び監査結果の概要 

  ①実地指導 

   ア 障害福祉サービス事業 

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかったが、前年度と同じように重要

事項説明書、個別支援計画の作成等について、理解不足による誤った運用が見受けられた。なお、指

導にあたっては虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取り組みの推進について、重点的に指導を

行った。 

  イ 障害者支援施設 

     事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかったが、前年度と同じように重要

事項説明書、個別支援計画の作成等について、理解不足による誤った運用が見受けられた。なお、指

導にあたっては虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取り組みの推進について、重点的に指導を

行った。 

ウ 地域相談支援事業 

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。 

エ 計画相談支援事業 

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。 

   オ 障害児通所支援事業 

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかったが、前年度と同じように重

要事項説明書、個別支援計画の作成等について、理解不足による誤った運用が見受けられた。なお、

指導にあたっては虐待防止及び身体拘束禁止等人権の尊重の取り組みの推進について、重点的に指導

を行った。 

カ 障害児相談支援事業 

事業運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。 

 

    ② 監査 

ア 障害者支援施設の従業者が、少なくとも令和4年8月18日及び30日の2回に渡り、同一利用者の右目付

近及び胸を拳で殴打した。事業者は、8月18日以降に、利用者の顔の痣について認識し、一部の従業

者から虐待を疑う声が出ていたことや、利用者から虐待被害の報告があったことから、従業者の虐

待を疑っていたが、加害従業者への必要な対応及び利用者の安全確保をすみやかに実施しなかった
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ことで、8月30日に再度利用者が虐待の被害に合うという身体的虐待が確認されたため、虐待の再発

防止策の策定や運営改善、責任の明確化等について文書勧告を行い、改善を求めた。 

 

イ ＧＨの従業者が、利用者が入居した令和3年12月中旬から令和4年12月まで、同一利用者のお尻等の

身体への不必要な接触及び卑猥な言葉かけを継続的に行っていたという性的虐待事案が確認された

ため、虐待の再発防止策の策定や運営改善、責任の明確化等について文書勧告を行い、改善を求め

た。 

 

ウ 放課後等デイサービス事業者において、常勤配置が求められている児童発達支援管理責任者につい

て、常勤での勤務実態が確認できない。また、サービス提供をする上で必要な放課後等デイサービス

計画の作成が適正に行われていない疑いがあり、監査を継続している。 

 

 (7) 令和4年度の主な指摘事項 

 ①障害福祉サービス事業所 

    ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がと

れていないものがあるので、追記及び整合性をとること。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 10条） 

イ 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 36条） 

ウ 契約支給量の報告等について、障害福祉サービス利用契約をしたとき、サービス支給量の変更など

受給者証の記載事項に変更があった場合には、市町村へ報告をすること。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 11条） 

エ 運営規程について、記載すべき内容が不足しているものがあった。又、従業員の職種・員数や、営

業日及び営業時間、事業の実施地域、受領する費用等で、実態と異なっている、既に不要となって

いるものがあるので追記及び実態とあわせること。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 32条） 

オ サービス提供記録について、その都度記録し利用者からサービスの提供をしたことについて確認を受

けること。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 20条） 

カ  介護給付費の額に係る通知について、法定代理受領による介護給付費の額を利用者に通知すること。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 24条） 

キ 個別支援計画について、利用者又はその家族に説明・同意を得たことの記録がないものがあった。ま

た、原案の内容について意見を求める担当者会を開催し、記録に残すこと。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第27条） 

ク 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の定期開催及びその結果の従業員への周知、

身体拘束適正化のための指針の整備、研修の定期的実施を行うこと。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 36条

の2） 

    ケ  欠席時対応加算について、記録が不十分なものがありました。電話等により当該利用者の状況を確認

し、引き続きの利用を促すなどの相談援助を行い、その内容を記録してください。 

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」第二の2(6)⑨） 

コ 工賃について、就労継続支援Ａ型事業では、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になるようにしないといけ

ないが、利用者の工賃を下回っている事例がありました。又、就労継続支援 B型事業では、生産活動

に従事している者に、生産活動に係る事業収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に

相当する額を工賃として支払う必要があります。上回った金額を工賃として支払うこと。 

（「松江市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 165

条、第175条） 
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サ 処遇改善加算について、処遇改善の状況について全ての職員への周知が充分にすること。 

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」第二の2(1)⑳） 

   

 ②障害者支援施設 

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がと

れていないものがあるので、追記及び整合性をとること。 

（「松江市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 11条） 

イ 身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の定期開催及びその結果の従業員への周知、

身体拘束適正化のための指針の整備、研修の定期的実施を行うこと。 

（「松江市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第53条） 

 

③障害児通所支援事業所 

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がと

れていないものがあるので、追記及び整合性をとること。 

（「松江市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 13条） 

 イ  身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の定期開催及びその結果の従業員への周知、

身体拘束適正化のための指針の整備、研修の定期的実施を行うこと。 

（「松江市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第 45条） 

ウ 欠席時対応加算について、家族等に利用者の状況を確認し、引き続きの利用を促すなどの相談援助

を行い、相談援助の内容を記載する必要があるが、欠席の理由が具体的に記載されていないものがあ

るので、記載すること。 

（「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の

制定に伴う実施上の留意事項について」第㈡の 2(1)⑪） 

エ 延長支援加算について、対象児童の個別支援計画に延長支援を実施する理由を記載すること。 

（「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の

制定に伴う実施上の留意事項について」第二の 2(1)⑮） 

    

④地域相談支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談事業所 

ア 重要事項説明書について、記載すべき内容が不足しているものがある。又、運営規程との整合性がと

れていないものがあるので、追記及び整合性をとること。 

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準」第 5条） 

イ 掲示について、相談支援の実施状況、相談支援専門員の有する資格、経験年数が掲示すること。 

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準」第 23条） 

ウ 主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援

体制加算について、体制が整備されている旨を、事業所に掲示するとともに公表すること。 

（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及

び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事

項について」第㈣の 5、第㈣の13、第㈣の⑭、第㈣の15） 

 

⑤自立支援医療機関 

指摘事項なし。 

 


